
資料２ 

 
「（仮称）宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」の策定について 

 

１ 策定の目的 

本市が行った市民意識調査によると，過去 2 年間に配偶者からの暴力（DV）を受けた市民は

1 割にも達しており，市女性相談所における DV の相談件数も過去 5 年間で約 3.5 倍に急増する

など，DV が社会的な問題として顕在化し，本市でも喫緊の対応が求められている。 
また，国においても「配偶者からの暴力の防止及び保護に関する法律」が改正されたことに

より（H20.1），標記基本計画の策定が市町村においても努力義務と規定された。  
こうしたことから，暴力の防止，緊急時の安全確保，被害者の自立支援等の施策を総合的か

つ計画的に推進するため，「（仮称）宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」を策定するもの。       

 

２ 計画の位置づけ 

・改正 DV 防止法第 2 条の 3 第 3 項に基づく市町村基本計画 
・宇都宮市男女共同参画行動計画の下での分野別計画 

宇都宮市総合計画基本計画

   ＜関連する部門別計画＞

人権施策推進指針

次世代育成支援行動計画

ひとり親家庭等自立促進計画

                                       など

宇都宮市男女共同参画推進条例

国のＤＶ対策基本方針

県のＤＶ対策基本計画

第２次男女共同参画行動計画

（仮称）宇都宮市
配偶者からの暴力対策基本計画

ＤＶ防止法

 

 

３ 計画期間 

平成 21～25 年度の 5 か年 
 
４ 検討の内容 

（1）現状と課題の抽出 

（2）計画の目標 

（3）具体的な事業（DV の予防，相談支援体制の充実，緊急時の安全確保，自立支援の充実） 

（4）推進体制 
  

 

 

 



５ 計画の策定体制【別紙１参照】 

 

（1）庁内検討組織 

・「（仮称）宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」策定委員会の設置 

組織構成（役割）：委員会（原案の策定），作業部会（素案の作成） 

（2）庁外検討組織 

・「（仮称）宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画」策定懇談会 

（3）市民の意見の反映 

・パブリックコメント 

・DV 被害者意識調査 

 

６ 策定のスケジュール【別紙２参照】 

 
平成 20 年 5～6 月 DV 被害者意識調査の実施 

7 月 DV 被害者意識調査結果の分析 
8～12 月  庁内・庁外検討組織における検討（4 回程度） 

平成 21 年  1 月 パブリックコメントの実施 
2 月 宇都宮市配偶者からの暴力対策基本計画策定懇談会からの意見書提出 
3 月 庁議に付議，計画の策定

 



別紙１ 

計画の策定体制 

 
 

庁   議 
・計画の策定 

 
 

（仮称）宇都宮市配偶者からの 
暴力対策基本計画策定委員会 

【委員会】（課長） 
所掌事務：原案の策定 
委 員 長：市民生活部次長 
副委員長：男女共同参画課長 
委  員：行政経営課，市民課，国際交流 

プラザ，保健福祉総務課， 
生活福祉課，高齢福祉課， 
障がい福祉課，保険年金課， 
保健予防課，子ども家庭課 
住宅課，学校管理課（計 13 課）

 
【作業部会】（係長） 
所掌事務：素案の作成 
部 会 長：男女共同参画課長 
副部会長：男女共同参画課推進担当主査 
部 会 員：行政経営課，市民課，国際交流 

プラザ，保健福祉総務課， 
生活福祉課，高齢福祉課， 
障がい福祉課，保険年金課， 
保健予防課，子ども家庭課 
住宅課，学校管理課（計 13 課）

（仮称）宇都宮市配偶者 
からの暴力対策基本計画

策定懇談会 

所掌事務：基本計画の策定

について意見を述

べる。 

関係部長等会議（必要に応じ開催） 

委  員： 
学識経験者，宇都宮地方 
法務局，栃木県警察本部，

宇都宮中央警察署， 
栃木県婦人相談所，（財） 
とちぎ男女共同参画財団，

宇都宮市医師会，栃木県弁

護士会，宇都宮市民生委員

児童委員協議会，宇都宮人

権擁護委員協議会，（財）栃

木県母子寡婦福祉連合会，

民間シェルター，DV 被害

者支援ボランティア 
（13 名） 

市民の意見の反映 

・ パブリックコメント 
・ DV 被害者意識調査 

 
意 
見 
の 
反 
映 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



別紙２ 

 
計画策定のスケジュール 

 
（開催回数：作業部会４回，委員会５回，懇談会は計４回） 

 
庁 内 庁 外  

検討項目等 
作業部会 委員会 懇談会 その他 

１ 

（１）計画の策定について 
・計画策定の趣旨 
・計画の位置付け 
・計画の期間 

（２）現状と課題の抽出（ｱﾝｹｰﾄ等から）

・DV の現状 
・本市における DV をとりまく問題点

・課題のまとめ 

8 月 6 日 8 月 19 日 

 

（１）計画の目標について 

・基本理念と基本目標 
・計画の体系 
 

9/19（金） 10/1（水）

２ 
（２）施策の展開について 

・DV 防止施策・事業 
・重点事業 

10 月中旬 10 月下旬

11 月上旬 

 

３ ・計画（素案）について 11 月中旬 11 月下旬 12 月下旬  

４ 

・パブリックコメント実施にかかる調整

・関係部長等会議 
・政策会議 
・議会への情報提供 

 
12 月下旬

～1 月上旬

５ 
・パブリックコメント（３週間程度） 

 
1 月上旬 
～中旬 

６ 
・パブリックコメントを受けて，計画 
（最終案）の調整 

 1 月下旬 
2 月中旬 

（意見書提出） 
 

７ ・計画の決定（庁議） 3  月 
８ ・議会への情報提供 決定後 

 
 

 


